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川口市ＰＴＡ連合会団体加入 

「ＰＴＡ活動総合補償制度」について 

 本校では、毎年、皆さまより納付いただきますＰＴＡ会費より、川口市ＰＴＡ連合会

（以下「市Ｐ連」という。）に保険料を納付し、市Ｐ連にて団体加入をしております   

「ＰＴＡ活動総合補償制度」に加入しております。 

この保険は、ＰＴＡ活動中における事故の備えとして、会員および児童等に生じた事故

について、総合的に補償を受けることができる保険です。 

『ＰＴＡ活動総合補償制度について』

（１）補償内容

ＰＴＡ会員とその同居の親族、代理人（注１）およびボランティア（会員登録された方）が、

ＰＴＡの主催・共催する行事（注２）に参加中（往復途上含みます。）に急激かつ偶然な外

来の事故により被ったケガや死亡に対して補償されます。細菌性食中毒またはウイルス性食

中毒、熱中症（日射病、熱射病）により身体に障害が生じた場合も補償されます。 

（注１）代理人は、当該行事への参加が事前にＰＴＡより認められている場合に限ります。 

その際は「代理人出席事前通知書」の提出が必要です。 

（注２）ＰＴＡが主催・共催する行事とは、ＰＴＡ会則に基づく手続き（ＰＴＡ総会による

各種事業の承認等）を経て決定されたもので、総会・理事会・各専門部会・委員会・

登校指導・校外パトロール・東っ子祭り・親子レクなどです。 

ＰＴＡ会員（保護者・教職員）等の傷害事故に対して 

ＰＴＡ管理下（注１）中に、ＰＴＡが次のような法律上の損害賠償責任を負担した場合に被

る賠償金支払等に対して補償されます。 

 ・ＰＴＡ活動（注２）の遂行中に、管理上のミスなどによって第三者（ＰＴＡ会員・児童

を含む）の身体・物に損害を与えた場合。 

 ・ＰＴＡが、他人から借りたスポーツ用具などをＰＴＡや児童が損壊・紛失したり、盗難

にあったりした場合。 

（注１）ＰＴＡ管理下とは、ＰＴＡの指揮、監督、指導下においてＰＴＡ活動（注２）を行

っている間をいいます。 

（ＰＴＡ活動に参加するための所定の場所と自宅の往復途上は含まれません。） 

（注２）ＰＴＡ活動とは、ＰＴＡが企画・立案し主催する活動で、ＰＴＡ会則に基づく正規

の手続き（ＰＴＡ総会による各種事業の承認等）を経て決定された活動をいいます。 

ＰＴＡの賠償責任について 

児童が、ＰＴＡの主催・共催する行事に参加中（往復途上含みます。）に急激かつ偶然な外

来の事故により被ったケガや死亡に対して補償されます。（ただし、学校管理下における、

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合は除きます。） 

細菌性食中毒またはウイルス性食中毒、熱中症（日射病、熱射病）により身体に障害が生じ

た場合も補償されます。 

児童の傷害事故に対して 
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（２）保険金額と保険料

給 付 項 目 保 険 金 額 

傷

害

死亡保険金 ２００万円

後遺障害保険金 ８万円～２００万円（障害の程度によって）

入院保険金 日額(180 日限度) ２，６００円 

手術保険金（手術の際の入院の有無

によって上記入院保険金日額の）

入院中１０倍・入院以外５倍 

（１事故につき１回）

通院保険金 日額(90 日限度) １，６００円 

賠

償

対人賠償 (自己負担額：1 千円)
１名あたり支払限度額 ：３００万円 

１事故あたり支払限度額：３千万円 

対物賠償 (自己負担額：1 千円) １事故あたり支払限度額：２００万円 

保管物賠償 (自己負担額：5 千円)
１事故あたり支払限度額：１０万円 

年間あたり支払限度額 ：５００万円 

１会員あたり保険料 ７２円（×家庭数 ※教職員数は除く） 

児童１名あたり保険料 ７円（×児童数） 

（３）保険期間
 毎年４月１日午後４時から 

 翌年４月１日午後４時までの１年間 

（４）傷害保険の補償対象となる方（被保険者）

 ＰＴＡ活動に役割をもって参加している以下の方々

①ＰＴＡ行事で活動中の保護者会員、教職員、児童 

②ＰＴＡ行事で活動中の保護者会員の同居の親族（兄弟・祖父母など） 

 ※同伴する同居の未就学児も対象となります。 

 （例）児童の親の代理で同居の祖母がＰＴＡ会議に出席した。 

③ＰＴＡ会員の代理としてＰＴＡ行事に参加する人 

 ただし、行事への参加が事前にＰＴＡより認められている場合に限ります。 

 （例）ＰＴＡ会員のＸさんの代理で隣のＹさんに防犯パトロールに参加して

もらう場合 

④ボランティアとしてＰＴＡ活動に参加される人 

 ただし、行事への参加が事前にＰＴＡより認められている場合に限ります。 

 （例）児童の登下校中の安全確保のために見守り活動を行っている方 

（注）ＰＴＡとの共同開催においては、他の団体所属の方は補償の対象になり

ません。 
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（５）事故が発生した場合の手続き

事故に遭われた方は、必要書類に必要事項を記入の上、ＰＴＡ会長へ提出し、Ｐ

ＴＡ会長よりＡＩＵ損害保険株式会社代理店へ「事故証明書兼事故発生通知書（様

式３）」と参加したＰＴＡ行事を証明する書類を、事故の日から３０日以内にＦＡＸ

にて送付します。 

その後、原本と行事を証明する書類を代理店へ送付します。 

様式 書類名 提出先 提出期限 

様式３ 事故証明書兼事故発生通知書 

参加したＰＴＡ行事を証明する

書類（注１） 

AIU 損害保険㈱ 

代理店㈲ｾﾚｸﾄ保険

ｻｰﾋﾞｽおよび 

川口市PTA連合会

事務局 

事故発生後３０日 

以内 

様式４ ボランティア参加者名簿（注２） 様式３と同時 

様式５ 代理人出席事前通知書（注２） 様式３と同時 

 注１：総会資料、開催案内等、注２：対象者が補償対象者であるときに提出。 

 ※請求の内容により、別途、診断書の提出を求められる場合があります。 

※必要書類が必要な場合や保険内容（保険金支払い対象等）について詳しく知り

たい方、ご不明は点・ご質問等がある方は、教職員・ＰＴＡ執行役員（組織図

参照）または取扱代理店までお問い合わせください。 

取扱代理店 〒333-0844 川口市上青木 5-8-11  (有)セレクト保険サービス 

          TEL 048-267-8400  FAX 048-267-3680








